
12広報すおう大島 平成 31 年 ( 2019 年 )3 月号

福
祉
課
臨
時
職
員
募
集

■
募
集
人
員

　

事
務
職
員　

３
名

■
勤
務
場
所

　

た
ち
ば
な
ケ
ア
プ
ラ
ザ

■
勤
務
内
容

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
に

関
す
る
業
務
（
窓
口
で
の
受
付
、

簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
、
そ
の
他

事
務
補
助
等
）

■
勤
務
条
件
等

・
勤
務
日　

月
曜
日
～
金
曜
日
（
原

則
と
し
て
土
、
日
、
祝
日
は
休
み
）

・
勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

・
賃
金　

町
の
規
定
に
よ
る

※
勤
務
日
、
勤
務
時
間
に
つ
い
て

は
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
採
用
期
間

　

４
月
中
旬
～
平
成
32
年
３
月
末

■
申
し
込
み
方
法

　

３
月
28
日
㈭
必
着
で
履
歴
書
を

郵
送
ま
た
は
直
接
お
届
け
く
だ
さ

い
。

■
面
接
等

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２
‐
２
８
０
６

　

周
防
大
島
町
西
安
下
庄

　

３
９
２
０
‐
21

　

周
防
大
島
町
役
場
福
祉
課

　

民
生
福
祉
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

橘
公
民
館
臨
時
職
員
募
集

■
募
集
人
員

　

１
名

■
勤
務
場
所

　

橘
公
民
館
（
橘
総
合
セ
ン
タ
ー

内
）

■
勤
務
内
容
等　

　

電
話
等
の
対
応
や
貸
館
受
付
業

務
（
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
等
）

■
勤
務
条
件
等

・
勤
務
日　

週
２
～
３
日
程
度

・
勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

・
賃
金　

町
の
規
定
に
よ
る

■
採
用
期
間

　

４
月
１
日
～
９
月
30
日
（
更
新

の
場
合
あ
り　

開
始
日
も
応
相
談
）

■
申
込
み
方
法

　

３
月
25
日
㈪
必
着
で
履
歴
書
を

郵
送
ま
た
は
直
接
お
届
け
く
だ
さ

い
。

■
面
接
等

　

別
途
通
知
し
ま
す

■
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２-

２
８
０
６

　

周
防
大
島
町
西
安
下
庄

　

４
４
５
‐
２

　

橘
公
民
館

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
０
１
０
０

自
衛
官
一
般
曹
候
補
生
募
集

■
受
験
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者
（
32

歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日

現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
）

■
受
付
期
間

　

３
月
１
日
～
５
月
15
日

■
試
験
日

　

１
次
・
５
月
25
日
㈯

■
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

「
表
示
登
記
の
日
」

無
料
登
記
相
談
会

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
で

は
表
示
登
記
の
日
に
土
地
建
物
の

表
示
登
記
に
関
す
る
無
料
相
談
会

を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

３
月
31
日
㈰

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

募
集

■
会
場

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

　
（
柳
井
市
柳
井
３
７
１
８
）

■
相
談
内
容

・
土
地　

分
筆
・
合
筆
、
地
目
変
更
、

土
地
の
面
積
等
の
更
正
、
土
地
の

境
界
に
つ
い
て

・
建
物　

新
築
・
増
築
、
取
り
壊
し
・

分
割
・
区
分
な
ど

■
相
談
員

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
会
員

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
５
９
７
５

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
電
話

相
談
会
（
多
重
債
務
・
相
続

登
記
・
空
き
家
・
養
育
費
問
題
）

■
日
時

　

４
月
６
日
㈯

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

■
相
談
受
付
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
‐
０
０
３
‐
８
２
１

■
内
容　
　

 

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

等
の
多
重
債
務
問
題
、
相
続
登
記

等
の
相
続
問
題
、
空
き
家
を
相
続

し
た
が
そ
の
管
理
処
分
に
困
っ
て

い
る
、
近
所
に
管
理
さ
れ
て
い
な

い
空
き
家
が
あ
り
雑
草
や
悪
臭
等

で
生
活
環
境
に
悪
影
響
が
出
て
い

る
、
ま
た
養
育
費
問
題
等
で
お
困

お知らせ３月

相
談

※
広
報
２
月
号
に
掲
載
し
た
「
受
験

資
格
」「
受
付
期
間
」「
試
験
日
」
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
訂
正
し
た
内

容
を
掲
載
し
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。


